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児
童
お
よ
び
生
活
保
護
受
給
者
と

な
っ
て
い
る
児
童
な
ど
は
除
く
。

※
基
準
日
以
降
に
死
亡
し
た
児
童
は
、

支
給
対
象
外
で
す
。

両
給
付
金
共

両
給
付
金
共
通通

胸
基
準
日
…
平
成
　
年
1
月
1
日
。
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胸
申
請
期
間
…
7
月
上
旬
か
ら
受
け

付
け
を
開
始
し
、
申
請
期
限
は
　
月
10

　
日
画
で
す
。
申
請
期
限
後
の
受
け

31付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。

胸
申
請
方
法
…
支
給
対
象
者
が
い
る

と
思
わ
れ
る
世
帯
に
は
、
市
か
ら
申

請
書
な
ど
を
送
付
し
ま
す
。
必
要
事

項
を
記
入
し
、
必
要
書
類
を
添
付
の

上
、
左
記
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い

（
郵
送
可
）。

※
公
務
員
で
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
の
対
象
と
な
る
人
は
、
職
場

か
ら
配
布
さ
れ
る
専
用
の
申
請
書
で

の
申
請
に
な
り
ま
す
。

※
申
請
後
の
審
査
の
結
果
、
非
課
税

要
件
や
所
得
制
限
要
件
な
ど
に
よ
り
、

必
ず
し
も
給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
と

は
限
り
ま
せ
ん
。

胸
申
請
先
…
基
準
日
に
住
民
登
録
の

あ
る
市
区
町
村
。

胸
支
給
時
期
…
支
給
対
象
者
に
は
申

請
受
け
付
け
後
、
約
一
カ
月
～
一
カ

月
半
の
間
で
指
定
の
口
座
へ
振
り
込

み
ま
す
。
ま
た
、
支
給
決
定
通
知
も

し
く
は
不
支
給
決
定
通
知
を
送
付
し

ま
す
。

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
にに

避
難
さ
れ
て
い
る
人

避
難
さ
れ
て
い
る
人
へへ

　
D
V
（
家
庭
内
暴
力
）
に
よ
り
住

民
登
録
を
移
す
こ
と
が
で
き
な
い
人

で
保
護
命
令
な
ど
の
証
明
書
が
あ
る

場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■問 
【
給
付
金
申
請
】
社
会
福
祉
課

臨
時
福
祉
給
付
・
子
育
て
世
帯
臨
時

特
例
給
付
班
（
緯
内
線
2
0
9
～
2

1
1
）、【
給
付
金
制
度
】
厚
生
労

働
省
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
緯
0
5
7
0

―
0
3
7
―
1
9
2
）。

い
て
も
税
法
上
扶
養
と
な
っ
て
い
る

場
合
は
支
給
対
象
外
で
す
。

　
ま
た
、
基
準
日
以
降
に
死
亡
し
た

人
も
対
象
外
で
す
。

■他 
同
一
世
帯
内
に
複
数
の
非
課
税
者

が
い
る
場
合
は
、
代
表
者
（
申
請
者
）

が
ま
と
め
て
支
給
人
数
分
を
申
請
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
支
給
は
代
表

者
（
申
請
者
）
名
義
の
口
座
に
世
帯

の
支
給
合
計
額
を
振
り
込
み
ま
す
。

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金金

胸
支
給
額
…
支
給
対
象
児
童
一
人
に

つ
き
一
万
円
。

■対 
平
成
　
年
1
月
分
の
児
童
手
当
（
特

26

例
給
付
）
受
給
者
で
、
か
つ
平
成
　
年
25

中
の
所
得
額
が
児
童
手
当
の
所
得
制

限
額
に
満
た
な
い
人
（
左
表
参
照
）。

※
2
月
以
降
の
離
婚
な
ど
で
児
童
手

当
（
特
例
給
付
）
の
受
給
者
が
変
更

に
な
っ
た
場
合
も
、
こ
の
給
付
金
の

支
給
対
象
者
は
今
年
1
月
分
の
児
童

手
当
受
給
者
と
な
り
ま
す
。

胸
支
給
対
象
児
童
…
平
成
　
年
1
月

26

分
の
児
童
手
当
（
特
例
給
付
）
の
支

給
対
象
と
な
る
児
童
。

※
臨
時
福
祉
給
付
金
の
対
象
と
な
る

※
受
給
で
き
る
給
付
金
は
ど
ち
ら
か

一
つ
の
み
で
す
（
臨
時
福
祉
給
付
金

が
優
先
）。

※
詳
し
く
は
左
図
参
照
。

臨
時
福
祉
給
付

臨
時
福
祉
給
付
金金

胸
支
給
額
…
支
給
対
象
者
一
人
に
つ

き
一
万
円
。

※
老
齢
基
礎
年
金
・
児
童
扶
養
手
当

な
ど
の
受
給
者
は
5
街
0
0
0
円
を

加
算
。

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」、「
子
育

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」、「
子
育
てて

世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
と

世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
と
はは

　
今
年
4
月
か
ら
の
消
費
税
引
き
上

げ
に
伴
い
、
所
得
の
低
い
人
へ
の
負

担
の
影
響
を
考
慮
し
、
暫
定
的
、
臨

時
的
な
措
置
と
し
て
「
臨
時
福
祉
給

付
金
」
を
、
子
育
て
世
帯
の
家
計
へ

の
負
担
を
緩
和
す
る
た
め
に
「
子
育

て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
を
支
給

し
ま
す
。

人口
男
女
世帯

……
……
……
……

９３，５８９
４６，５４３
４７，０４６
３５，４５６

人
人
人
世帯

（
（
（
（

＋１２
－６
＋　１８
＋　２３

）
）
）
）

－平成２６年６月１日現在－
（　）内は前月との比較

No．761
平成26年（2014）

6月１５日号

※
加
算
部
分
の
み
の
支
給
は
で
き
ま

せ
ん
（
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
て

も
、
非
課
税
要
件
を
満
た
し
て
い
な

け
れ
ば
、
臨
時
福
祉
給
付
金
の
対
象

に
は
な
り
ま
せ
ん
）。

■対 
平
成
　
年
度
の
住
民
税
（
均
等

26

割
）
が
課
税
さ
れ
て
な
い
人
。

※
課
税
さ
れ
て
い
る
人
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
場
合
や
、
生
活
保
護
の
受
給

者
で
あ
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

※
住
民
登
録
上
、
別
世
帯
と
な
っ
て

胸児童手当所得制限限度額胸

収入額の
目安

所得制限
限度額

扶養親族
などの数

833.3万円622万円0人

875.6万円660万円1人

917.8万円698万円2人

960.0万円736万円3人

1,002.1万円774万円4人

1,042.1万円812万円5人

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算
していますので、ご注意ください。 　　　　
　　　　　

平成26年1月分の児童手当などを受給して
いますか（中学生以下の児童はいますか）

基準日は平成26年1月1日現在

対象者診断チャー対象者診断チャートト

対象ではありません
※保護基準の改定で消費税の負担に対応します

老齢基礎年金・児童扶養
手当などを受給してい
ますか

臨時福祉給付金の支給対象者
となる可能性があります
（加算を含む15,000円）

臨時福祉給付金の支給対象者
となる可能性があります
（10,000円）

子育て世帯臨時特例給付金の支給
対象者となる可能性があります

子育て世帯
臨時特例給付金

平成25年中の総所得額は児童
手当所得制限限度額以上ですか
(下表を参照)

臨時福祉給付金臨時福祉給付金

スタート

※当チャートはあくまで一般的な場合を想定し
ています。ご不明な点はお問い合わせください。

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

みなさんもご確認くだサイ

平成26年度の住民税が
課税されている人に扶
養されていますか

平成26年度の住民税は
課税されていますか

生活保護を受けていま
すか

対象ではありません

　
市
民
の
み
な
さ
ん
と
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
る
た
め
、
市
長
が
市
民
の
み
な
さ
ん
と

直
接
対
話
し
、
ご
意
見
を
伺
い
ま
す
。

■時 
・
■場 
下
表
参
照
。

■内 
テ
ー
マ「
小
・
中
学
校
普
通
教
室
へ
の
エ
ア
コ
ン

導
入
」ほ
か
。

※
駐
車
場
に
限
り
が
あ
る
の
で
、公
共
交
通
機
関
を

ご
利
用
く
だ
さ

い
。

■問 
秘
書
広
報
課

広
報
広
聴
班（
緯

内
線
4
1
8
・
4

1
9
）、
教
育
総

務
課
教
育
施
設

班（
緯
内
線
5
1

4
・
5
1
5
）。

 市
長
と
語
る

　
　
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
開
催

  ～
小
・
中
学
校
普
通
教
室
へ
の
エ
ア
コ
ン
導
入
ほ
か
～

胸タウンミーティング開催日程胸
場 所日 時

 臼ふれあい文化館・多目的室（原） ７月１２日臥・臼午前10   

  時～、渦午後2時～  渦ふれあいセンターいんば・会議室1・2（美瀬）

 臼文化ホール・多目的室（大森） ７月１３日蚊・臼午前10   

 時～、渦午後2時～  渦中央駅前地域交流館・２号館会議室5（中央南）

市民に説明する板倉市市民に説明する板倉市長長

 「
臨
時
福
祉
給
付
金
」・

 「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」

　
　
       7
月
上
旬
か
ら
申
請
受
付
開
始


